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公益財団法人横須賀市健康福祉財団 

よ こ す か ヘ ル パ ー ス テ ー シ ョ ン 運 営 規 程 

 

（ 事業の目的）  

第１ 条 公益財団法人横須賀市健康福祉財団が開設する 、 よ こ すかヘルパース テ ーショ

ン （ 以下「 事業所」 と いう 。 ） が行う 指定訪問介護の事業（ 以下「 事業」 と いう 。 ）

の適正な運営を 確保する た めに人員及び管理運営に関する 事項を 定め、 事業所の介護

福祉士又は訪問介護員研修の修了者（ 以下「 訪問介護員等」 と いう 。 ） が、 要介護状

態にあ る 高齢者（ 以下「 利用者」 と いう 。 ） に対し 、 適正な指定訪問介護を 提供する

こ と を 目的と する 。  

（ 運営の方針）  

第２ 条 事業所の訪問介護員等は、 利用者の心身の特性を 踏ま えて、 その有する 能力に

応じ 自立し た日常生活を 営むこ と ができ る よ う 、 入浴、 排せつ、 食事の介護その他の

生活全般にわたる 援助を 行う 。  

２  事業の実施に当たっ ては、 関係市町村、 地域の保健・ 医療・ 福祉サービ ス と の綿密

な連携を 図り 、 総合的な サービ ス の提供に努める も のと する 。  

（ 事業所の名称等）  

第３ 条 事業を 行う 事業所の名称及び所在地は、 次のと おり と する 。  

（ １ ） 名    称 よ こ すかヘルパース テ ーショ ン  

（ ２ ） 所 在 地 横須賀市三春町２ 丁目１ ２ 番地（ 三春コ ミ ュ ニテ ィ セン タ ー内）  

（ 職員の職種、 員数及び職務内容）  

第４ 条 事業所に勤務する 職員の職種、 員数及び職務内容は、 次のと おり と する 。  

（ １ ） 管理者 １ 名（ 常勤職員）  

    管理者は、 事業所の従業者の管理及び業務の管理を 一元的に行う と と も に、

事業所の従業者に対し 法令等を 遵守さ せる ために必要な 指揮命令を 行う 。  

（ ２ ） サービ ス 提供責任者 ４ 名（ 常勤職員）  

    サービ ス 提供責任者は、 事業所に対する 指定訪問介護の利用申し 込みに係る

調整、 訪問介護員等に対する 技術指導を 行う ほ か、 訪問介護計画を 作成し 、

利用者及び同居家族にその内容を 説明する 。  

（ ３ ） 訪問介護員 非常勤職員１ ０ 人以上 

訪問介護員は、 訪問介護計画に基づき 、 指定訪問介護の提供にあ た る 。  

（ ４ ） 事務職員 ２ 名（ 常勤職員）  

    事務職員は、 事業所運営に必要な 事務を 行う 。  

（ 営業日及び営業時間）  

第５ 条 事業所の営業日及び営業時間は、 次のと おり と する 。  

（ １ ）  営 業 日 月曜日から 土曜日と する 。  

ただし 、 １ ２ 月２ ９ 日から １ 月３ 日ま でを 除く 。  

（ ２ ） 営業時間 午前８ 時３ ０ 分から 午後５ 時ま でと する 。  

（ ３ ） 電話等によ り 、 ２ ４ 時間常時連絡が可能な体制と する 。  

（ 訪問介護の内容及び利用料等）  

第６ 条 指定訪問介護の内容は次のと おり と し 、 指定訪問介護を 提供し た場合の利用料
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の額は、 厚生労働大臣が定める 基準によ る も のと し 、 別表のと おり と する 。  

（ １ ） 身体介護 

（ ２ ） 生活援助 

２  利用者宅への移動以外の指定訪問介護で交通費を 要する 場合及び第７ 条の通常の事

業の実施地域を 越え て行う 指定訪問介護に要し た交通費は、 その実費相当額を 徴収す

る 。 （ 実施地域以外については、 自動車の使用はし ない。 ）  

３  前項の費用の支払を 受ける 場合には、 利用者又はその家族に対し て事前に文書で説

明を し た上で、 支払に同意する 旨の文書に署名又は記名押印を 受ける こ と と する 。  

（ 通常の事業の実施地域）  

第７ 条 通常の事業の実施地域は、 横須賀市の区域と する 。  

（ 緊急時等における 対応方法）  

第８ 条 訪問介護員等は、 訪問介護を 実施中に、 利用者の病状に急変、 その他緊急事態

が生じ たと き は、 速やかにかかり つけの医師に連絡する 等の措置を 講ずる と と も に、

管理者に報告し な ければな ら ない。  

２  事故発生の際は、 直ちに家族及び居宅介護支援事業者、 並びに保険者（ 市） に連絡 

 する と と も に、 必要な措置を 講じ る こ と と する 。  

３  サービ ス 提供にあ たり 賠償すべき 事故が発生し た場合は、 速やかにその損害を 賠償

する も のと する 。  

（ 苦情・ ハラ ス メ ン ト 解決）  

第９ 条 事業所は、 提供し た サービ ス に関する 利用者又はその家族等から の苦情・ ハラ

ス メ ン ト に迅速かつ適切に対応する ために、 苦情・ ハラ ス メ ン ト を 受け付ける た めの

窓口を 設置し 、 又は、 ハラ ス メ ン ト の改善に向けた対策は、 ハラ ス メ ン ト 対策委員会

で検討し 、 必要な 改善を 行う も のと する 。  

２  前項の苦情・ ハラ ス メ ン ト を 受けた場合には当該苦情・ ハラ ス メ ン ト の内容を 記録

し て おく も のと する 。  

３  提供し たサービ ス に関し 、 介護保険法（ 以下「 法」 と いう 。 ） の定める と こ ろ によ

り 、 利用者又はその家族等から の苦情・ ハラ ス メ ン ト に関し て横須賀市（ 以下「 市」

と いう 。 ） が行う 調査に協力する と と も に、 市から 指導又は助言を 受けた場合には、

当該指導又は助言に従っ て 必要な改善を 行う も のと する 。  

４  事業所は、 国民健康保険団体連合会が行う 法第176条第４ 項第三号の調査に協力す

る と と も に、 指導又は助言を 受けた 場合は、 当該指導又は助言に従っ て 必要な改善を

行う も のと する 。  

（ 虐待の防止のた めの措置に関する 事項）  

第１ ０ 条 事業所は、 利用者の人権の擁護、 虐待の防止等のた め、 次の措置を 講ずる

も のと する 。  

（ １ ）  虐待の防止に関する 責任者を 選定及び設置する こ と 。  

（ ２ ）  成年後見制度の利用を 支援する こ と 。  

（ ３ ）  事業所において 、 訪問介護員等に対し 虐待の防止のた めの研修を 定期的に実

施する こ と 。  

（ ４ ）  利用者に対する 虐待の防止のた めの対策を 検討する た めの委員会（ 虐待防止

検討委員会） を 定期的に開催する と と も に、 そ の結果について 、 訪問介護員
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等に周知徹底を 図る こ と 。  

２  事業所は、 サービ ス 提供中に、 訪問介護員等又は養護者（ 利用者の家族等利用者を

現に擁護する 者） によ る 虐待を 受けたと 思われる 利用者を 発見し た場合は、 速やかに、

こ れを 市町村に通報する も のと する 。  

（ 感染症対策に関する 事項）  

第１ １ 条 事業所は、 事業所において感染症が発生又はま ん延し ないよ う に、 次の措置

を 講じ る も のと する 。  

（ １ ）  事業所における 感染症の予防及びま ん延の防止のための対策を 検討する 委員会 

（ 感染対策委員会 虐待防止検討委員会と 一体的に運営する ） を 定期的に開催

する と と も に、 その結果について訪問介護員等に周知徹底を 図る こ と 。  

（ ２ ）  事業所における 感染症の予防及びま ん延の防止のための指針を 整備する こ と 。  

（ ３ ）  事業所において 、 訪問介護員等に対し 、 感染症の予防及びま ん延の防止のため

の研修及び訓練を 定期的に実施する こ と 。  

（ 業務継続計画の策定に関する 事項）  

第１ ２ 条 事業所は、 感染症や非常災害の発生時において 、 利用者に対し て 必要なサー

ビ ス の提供を 継続的に実施する ため及び非常時の体制で早期の業務再開を 図る た めの

計画（ 以下「 業務継続計画」 と いう 。 ） を 策定し 、 当該業務継続計画に従い必要な措

置を 講じ る も のと する 。  

２  事業所は、 訪問介護員等に対し 、 業務継続計画について周知する と と も に、 必要な

研修及び訓練を 定期的に実施する も のと する 。  

３  事業所は、 定期的に業務継続計画の見直し を 行い、 必要に応じ て 業務継続計画の変

更を 行う も のと する 。  

（ その他運営についての留意事項）  

第１ ３ 条 事業所は、 訪問介護員等の質的向上を 図る た めの研修（ 第１ ０ 条から 前条ま

でに規定する 利用者の人権の擁護、 虐待の防止等、 感染症対策及び業務継続計画の内

容を 含む。 ） の機会を 次のと おり 設け、 ま た、 業務体制を 整備する 。  

( １ )   採用時研修  採用後３ カ 月以内 

( ２ )   継続研修   年１ 回以上 

２  従業者は業務上知り 得た 利用者又はその家族の秘密を 保持する 。  

３  従業者であ っ た 者に、 業務上知り 得た利用者又はその家族の秘密を 保持さ せる ため、

従業者でな く なっ た 後においても こ れら の秘密を 保持する べき 旨を 、 文書によ り 示す

こ と と する 。  

４  事業所は、 適切なサービ ス の提供を 確保する 観点から 、 職場において行われる 性的

な言動又は優越的な 関係を 背景と し た言動であ っ て業務上必要かつ相当な範囲を 超え

たも のによ り 従業者の就業関係が害さ れる こ と を 防止する ための方針の明確化等の必

要な 措置を 講じ る も のと する 。  

５  こ の規程に定める 事項のほか、 運営に関する 重要事項は公益財団法人横須賀市健康

福祉財団と 事業所の管理者と の協議に基づいて 定める も のと する 。  

 

附 則 

こ の規程は、 平成12年４ 月１ 日から 施行する 。  
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附 則 

第４ 条第５ 項の規定は、 平成12年８ 月１ 日から 施行する 。  

附 則 

  第４ 条の規定は、 平成13年12月17日から 施行する 。  

附 則 

第３ 条の規定は、 平成15年８ 月１ 日から 施行する 。  

附 則 

第６ 条の規定は、 平成18年４ 月１ 日から 施行する 。  

附 則 

第９ 条及び第10条の規定は、 平成19年10月１ 日から 施行する 。  

附 則 

第３ 条の規定は、 平成20年４ 月１ 日から 施行する 。  

附 則 

第５ 条及び第６ 条第２ 項の規定は、 平成24年４ 月１ 日から 施行する 。  

附 則 

こ の規程は、 平成25年４ 月１ 日から 施行する 。  

附 則 

第４ 条別表の規定は、 平成26年４ 月１ 日から 施行する 。  

   附 則 

 第４ 条別表の規定は、 平成27年４ 月１ 日から 施行する 。  

   附 則 

 第４ 条別表の規定は、 平成27年７ 月１ 日から 施行する 。  

   附 則 

第４ 条別表、 第９ 条第２ 項及び第10条の規定は、 平成28年１ 月１ 日から 施行する 。  

   附 則 

第４ 条別表の規定は、 平成28年４ 月１ 日から 施行する 。  

  附 則 

第５ 条の（ １ ） の規定は、 平成28年７ 月１ 日から 施行する 。  

 附 則 

第４ 条の規定は、 平成30年４ 月１ 日から 施行する 。  

 附 則 

第４ 条の規定は、 平成31年１ 月１ 日から 施行する 。  

 附 則 

第７ 条の規定は、 令和元年11月１ 日から 施行する 。  

 附 則 

第４ 条の規定は、 令和２ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

 附 則 

第４ 条及び第６ 条の規定は、 令和３ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

 附 則 

第４ 条の規定は、 令和４ 年２ 月１ 日から 施行する 。  

 附 則 

第４ 条、 第６ 条別表及び第９ 条から 第13条ま での規定は、 令和４ 年４ 月１ 日から 施行

する 。  

附 則 
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第６ 条別表の規定は、 令和４ 年10月１ 日から 施行する 。  

附 則 

第９ 条、 第11条及び第13条第４ 項の規定は、 令和５ 年10月１ 日から 施行する 。  

附 則 

第４ 条及び第６ 条別表の規定は、 令和６ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

附 則 

第６ 条別表の規定は、 令和６ 年６ 月１ 日から 施行する 。  



別表（第６条） 2024. 6. 1改定

【 　 介護保険　 料金表　 】

単位数
利用者
負担額
（ 1割）

利用者
負担額

（ ２ 割）

利用者
負担額
（ 3割）

　 20分未満 163 177円／回 354円／回 530円／回

　 20分以上30分未満 244 265円／回 529円／回 794円／回

　 30分以上1時間未満 387 420円／回 839円／回 1, 259円／回

1時間以上 567 615円／回 1, 230円／回 1, 844円／回

以降、 30分増すごと に加算 82 89円 178円 267円

20分以上45分未満 179 194円／回 388円／回 582円／回

45分以上 220 239円／回 477円／回 716円／回

身体介護20分以上から 引続き 生
活援助を行った場合、 所要時間
20分から 起算し て25分を増すご
と に加算。 ただし 195単位を 限
度と する 。

65 71円 141円 212円

100 109円／回 217円／回 326円／回

100 109円／月 217円／月 326円／月

200 217円／月 434円／月 651円／月

200 217円／月 434円／月 651円／月

特定事業所加算Ⅱ： サービス 利用1回当たり の単位数に10％を乗じ た単位数で算定さ れま す。

※その他の費用と し て、 利用者宅への移動以外の指定訪問介護及び市外区域で行う 指定訪問介護
に要し た交通費については実費相当額を 徴収し ま す。

地域別の1単位の単価
横須賀市（ 4級地） ： 10. 84円

サービス 内容

介
護
保
険

身
体
介
護

生
活
援
助

緊急時訪問介護加算

生活機能向上連携加算Ⅰ

生活機能向上連携加算Ⅱ

初回加算

介護職員等処遇改善加算Ⅴ( 2) ： １ 月につき 、 合計単位数に20. 8％を 乗じ た単位数で算定さ れま す。
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